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こ
の
た
び
本
庁
舎
建
設
工
事
が
竣
工
を
迎

え
、
市
民
待
望
の
ま
ち
づ
く
り
拠
点
を
整
備

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
も
ひ
と
え
に
、
市
民
の
皆
様
を
は
じ

め
、
関
係
各
位
の
ご
協
力
と
ご
支
援
の
賜
物

と
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
後
は
、
末
永
く
市
民
に
愛
さ
れ
、
利
用

し
や
す
く
親
し
ま
れ
る
庁
舎
と
な
る
よ
う
、

市
民
目
線
に
立
っ
た
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努

め
る
と
と
も
に
、
市
民
の
皆
様
が
気
軽
に
集

い
、
交
流
し
て
い
た
だ
け
る
庁
舎
利
用
を
推

進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

長
門
市
長　

江
原　

達
也

　

一
市
三
町
の
合
併
時
か
ら
悲
願
で
あ
り
ま

し
た
、
新
庁
舎
の
す
べ
て
が
完
成
し
た
こ
と

を
心
か
ら
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
新
庁
舎
が
、
庁
舎
建
設
の
基
本
理
念

に
う
た
う
「
市
民
の
安
全
・
安
心
の
拠
点
と

し
て
、利
用
し
や
す
く
親
し
み
の
あ
る
庁
舎
」

と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

議
会
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
以

上
に
活
発
な
議
論
を
重
ね
、
議
会
の
活
性
化

を
図
り
「
市
民
に
信
頼
さ
れ
る
議
会
」
の
実

現
に
向
け
、
ま
い
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
　
　
　

　
　
　
　

長
門
市
議
会
議
長　

武
田　

新
二

【事業概要】

■構造　鉄筋コンクリート造＋木造（一部鉄骨造）

　　　　（新庁舎棟：基礎免震構造）

■規模　建築面積　1,962.35 ㎡

　　　　延床面積　7,202.26 ㎡

　　　　敷地面積　8,367.09 ㎡

■駐車可能台数　135 台

　　　　　　　　（思いやり駐車場3台、二輪6台）

■事業費　　約 43.5 億円

【事業計画】
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　平成30年 1月に着工しました本庁舎建設工事が6月末に完了しました。

　工事期間中は、市民の皆様にご迷惑をお掛けしましたが、ご理解とご

協力により無事完了することができました。

　来庁者用駐車場は 7月 1日（水）から供用を開始します。

庁舎入口

市民広場

駐輪場

年月 内容

平成 26 年 4 月 長門市庁舎改築庁内検討委員会設置

　　  　 11 月 長門市庁舎整備検討委員会設置

平成 27 年 4 月 長門市庁舎建設基本構想策定

平成 28 年 3 月 長門市庁舎建設基本計画策定

　　　　  9 月 基本設計完成

平成 29 年 9 月 実施設計完成

平成 30 年 1 月 本庁舎建設工事着工

令和 元年 8 月 本庁舎完成

令和 2年 2 月 旧庁舎解体工事完了

          3 月 本庁舎別館改修工事完了

          6 月
外構工事完了
全体竣工



新型コロナウイルス感染症に対応した

99

　新型コロナウイルス感染症の影響により、基幹産業である観光業をはじめ、地域経済全体に甚大な

影響が生じています。そこで、中小事業者を対象とした低利融資制度の創設などの第１次対策、雇用

安定支援事業や長門市民助け合い応援券発行事業などの第２次対策に続き、経済活動の段階的再開に

対応した長門市独自の第３次の緊急経済対策を展開します。

　これらの対策により、市内事業所の廃業・倒産を防止するとともに、市内雇用を維持し、市民のい

のちと生活を守ります。

　 　 第３次第３次長門市緊急経済対策長門市緊急経済対策

　保育施設等感染症予防対策事業 問　子育て支援課　℡ 23-1164

　マスク、消毒用アルコール、体温計などの防疫対策品を保育施設などに配備します

■市内経済の再開支援

目　的

内　容

　保育施設の感染症予防対策を強化し、感染症の発生リスクを低減させます

対象者

補助金額

　対象となる経費の 3/4 以内（上限：1,875 千円、下限：300 千円）

対象経費

　市内に本店、支店を置く中小事業者または個人事業主

　新型コロナウイルス感染症対応環境整備事業

内　容

問　産業戦略課　　℡ 23-1138

　「新しい生活様式」や「新型コロナウイルス感染症予防のためのガイドライン」に対応

　した施設環境などの整備にかかる経費を補助し、市内経済活動の段階的再開を後押しし

　ます

　（例）・〇〇業のガイドラインに規定する「〇〇対策の実施」に対応するための非接触型

　　　自動水栓の設置、アクリル板間仕切りの設置、キャッシュレス決済システムの導入、

　　　空気換気装置の設置など

　　　・新しい生活様式の「働き方の新しいスタイル」を実現するためのテレワーク環境

　　　の整備

　「新しい生活様式」や「新型コロナウイルス感染症予防のためのガイドライン」に対応

　した施設環境などの整備に要する経費

補助率

　経営持続化支援金 問　産業戦略課　　℡ 23-1136

内　容
　市内事業者の事業継続と雇用維持を図るために、新型コロナウイルス感染症の影響によ

　り、売上が減少している市内事業所（者）に対して、経営を持続化させるための支援金

　を給付します

対象者

　・全国緊急事態宣言前から営業実態のある市内事業者（農林水産業を除く）

　・最近１カ月の売上高が前年同月比で 20％以上減少しているもの

　・県の感染症拡大防止協力金及び営業持続化支援金の対象業種以外の業種

　15 万円 /1 事業所、30 万円 /2 事業所以上

市
独自

募集期間 　第 1回：令和 2年 7月 10 日（金）まで

※詳しい内容については
長門市ホームページを

　　ご覧ください申請期間 　令和 2年 8月 31 日（月）まで

その他のその他の事業事業


